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(57)【要約】
【課題】安否情報の登録及び照会を簡略化するとともに
、安否確認を適時に的確に行うことができるシステムサ
ーバの制御方法及びシステムサーバを提供する。
【解決手段】非接触型デバイスＩＤ及び非接触型デバイ
ス読取装置ＩＤを受信した場合、これらに基づきプレゼ
ンスデータベース３１に非接触型デバイスＩＤに対応す
るユーザの安否情報を格納し、かつ、非接触型デバイス
ＩＤに係る関連ユーザの非接触型デバイスＩＤを非接触
型デバイス情報データベース３２から取得するステップ
と、関連ユーザの安否情報を非接触型デバイス機能付き
端末１に送信するステップと、を含むことを特徴とする
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムサーバにより、各非接触型デバイスＩＤに対応するユーザの安否情報をプレゼ
ンスデータベースに格納するステップと、
　各非接触型デバイスＩＤに対応する関連ユーザの非接触型デバイスＩＤを非接触型デバ
イス情報データベースに格納するステップと、
　非接触型デバイス読取装置を介して非接触型デバイス機能付き端末に記憶された非接触
型デバイスＩＤ及び非接触型デバイス読取装置ＩＤを受信した場合、前記非接触型デバイ
スＩＤ及び前記非接触型デバイス読取装置ＩＤに基づき前記プレゼンスデータベースに前
記非接触型デバイスＩＤに対応するユーザの安否情報を格納し、かつ、前記非接触型デバ
イスＩＤに係る前記関連ユーザの非接触型デバイスＩＤを前記非接触型デバイス情報デー
タベースから取得するステップと、
　前記非接触型デバイス機能付き端末に、該非接触型デバイスＩＤに基づき前記プレゼン
スデータベースに格納された該関連ユーザの安否情報を送信するステップと、
を含むことを特徴とするシステムサーバの制御方法。
【請求項２】
　システムサーバにより、非接触型デバイス読取装置を介して前記非接触型デバイス機能
付き端末からメッセージを受信するステップをさらに含み、前記ユーザの安否情報は前記
メッセージを含むことを特徴とする、請求項１に記載のシステムサーバの制御方法。
【請求項３】
　システムサーバにより、前記システムサーバが前記関連ユーザの安否情報に係る編集情
報を、前記非接触型デバイス読取装置を介して前記非接触型デバイス機能付き端末から受
信するステップと、
　前記プレゼンスデータベースの前記関連ユーザの安否情報を前記編集情報に基づき更新
するステップと、
をさらに含むことを特徴とする、請求項１又は２に記載のシステムサーバの制御方法。
【請求項４】
　システムサーバにより、外部システムサーバから前記非接触型デバイスＩＤに係る外部
システム利用情報を受信するステップをさらに含み、前記ユーザの安否情報は、前記外部
システム利用情報を含むことを特徴とする、請求項１乃至３のいずれか一項に記載のシス
テムサーバの制御方法。
【請求項５】
　システムサーバにより、前記非接触型デバイス読取装置ＩＤに対応する設置場所情報を
非接触型デバイス読取装置情報データベースに格納するステップをさらに含み、
　前記安否情報を送信するステップは、前記非接触型デバイス読取装置情報データベース
に格納された前記設置場所情報に基づき、前記非接触型デバイス読取装置ＩＤを前記設置
場所情報に変換した安否情報を前記非接触型デバイス機能付き端末に送信することを特徴
とする、請求項１乃至４のいずれか一項に記載のシステムサーバの制御方法。
【請求項６】
　システムサーバにより、前記非接触型デバイス情報データベースに、前記非接触型デバ
イスＩＤに係る電子メールアドレスを格納するステップと、
　前記非接触型デバイス読取装置を介して前記非接触型デバイス機能付き端末に記憶され
た前記非接触型デバイスＩＤ及び前記非接触型デバイス読取装置ＩＤを受信した場合、前
記非接触型デバイス情報データベースに格納された前記非接触型デバイスＩＤに係る前記
関連ユーザの非接触型デバイスＩＤに対応する電子メールアドレス宛に、前記非接触型デ
バイス機能付き端末に記憶された前記非接触型デバイスＩＤに対応するユーザの安否情報
を送信するステップと、
をさらに含むことを特徴とする、請求項１乃至５のいずれか一項に記載のシステムサーバ
の制御方法。
【請求項７】
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　各非接触型デバイスＩＤに対応するユーザの安否情報を格納するプレゼンスデータベー
スと、
　各非接触型デバイスＩＤに対応する関連ユーザの非接触型デバイスＩＤを格納する非接
触型デバイス情報データベースと、
　非接触型デバイス読取装置を介して非接触型デバイス機能付き端末に記憶された非接触
型デバイスＩＤ及び非接触型デバイス読取装置ＩＤを受信した場合、前記非接触型デバイ
スＩＤ及び前記非接触型デバイス読取装置ＩＤに基づき前記プレゼンスデータベースに前
記非接触型デバイスＩＤに対応するユーザの安否情報を格納し、かつ、前記非接触型デバ
イスＩＤに係る前記関連ユーザの非接触型デバイスＩＤを前記非接触型デバイス情報デー
タベースから取得し、前記非接触型デバイス機能付き端末に該非接触型デバイスＩＤに基
づき前記プレゼンスデータベースに格納された該関連ユーザの安否情報を送信する制御部
と、
を備えることを特徴とするシステムサーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、安否確認のためのシステムサーバの制御方法及びシステムサーバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、災害時の安否確認のため災害伝言ダイヤル等、ＰＣや電話を用いて安否情報
を登録し、照会できるようにするものがある。安否情報の登録の際にユーザは、自己の氏
名、連絡先等を、ＰＣ等を用いてサーバに入力する。また安否情報の登録にＩＣカードを
用いる技術等もある（例えば非特許文献１及び２）。このようにして登録された者の安否
情報は、名前や連絡先等をキーとして、参照端末から照会することができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】清水裕貴、外５名、“非接触型デバイスを用いた安否情報登録システム
”、電子情報通信学会総合大会、Ｂ-１８-１５、２０１２年３月
【非特許文献２】西畑拓晃、外５名、“サービス条件の変化に適応するプレゼンスサービ
ス提供方式”、電子情報通信学会総合大会、Ｂ-１８-１４、２０１２年３月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の安否情報の登録及び照会方法では、登録された安否情報が所定の
場所に設置されたディスプレイに表示されるため、当該場所から離れてしまうと安否情報
を見ることができなくなってしまっていた。また登録している友人数が多い場合には、表
示される安否情報量が膨大であるため、必要な情報を探し出すことが困難であった。また
ＩＣカードに登録される情報量は少ないため、安否情報が登録されているユーザの具体的
な状況の提供が不十分であった。また、登録されたユーザの安否情報が誤っている場合に
、当該誤っている安否情報を容易に訂正する方法がなかった。
【０００５】
　従って、上記のような問題点に鑑みてなされた本発明の目的は、安否情報の登録及び照
会を簡略化するとともに、安否確認を適時に的確に行うことができるシステムサーバの制
御方法及びシステムサーバを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために本発明に係るシステムサーバの制御方法は、
　システムサーバにより、各非接触型デバイスＩＤに対応するユーザの安否情報をプレゼ
ンスデータベースに格納するステップと、
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　各非接触型デバイスＩＤに対応する関連ユーザの非接触型デバイスＩＤを非接触型デバ
イス情報データベースに格納するステップと、
　非接触型デバイス読取装置を介して非接触型デバイス機能付き端末に記憶された非接触
型デバイスＩＤ及び非接触型デバイス読取装置ＩＤを受信した場合、前記非接触型デバイ
スＩＤ及び前記非接触型デバイス読取装置ＩＤに基づき前記プレゼンスデータベースに前
記非接触型デバイスＩＤに対応するユーザの安否情報を格納し、かつ、前記非接触型デバ
イスＩＤに係る前記関連ユーザの非接触型デバイスＩＤを前記非接触型デバイス情報デー
タベースから取得するステップと、
　前記非接触型デバイス機能付き端末に、該非接触型デバイスＩＤに基づき前記プレゼン
スデータベースに格納された該関連ユーザの安否情報を送信するステップと、
を含むことを特徴とする。
【０００７】
　また本発明に係るシステムサーバは、
　各非接触型デバイスＩＤに対応するユーザの安否情報を格納するプレゼンスデータベー
スと、
　各非接触型デバイスＩＤに対応する関連ユーザの非接触型デバイスＩＤを格納する非接
触型デバイス情報データベースと、
　非接触型デバイス読取装置を介して非接触型デバイス機能付き端末に記憶された非接触
型デバイスＩＤ及び非接触型デバイス読取装置ＩＤを受信した場合、前記非接触型デバイ
スＩＤ及び前記非接触型デバイス読取装置ＩＤに基づき前記プレゼンスデータベースに前
記非接触型デバイスＩＤに対応するユーザの安否情報を格納し、かつ、前記非接触型デバ
イスＩＤに係る前記関連ユーザの非接触型デバイスＩＤを前記非接触型デバイス情報デー
タベースから取得し、前記非接触型デバイス機能付き端末に該非接触型デバイスＩＤに基
づき前記プレゼンスデータベースに格納された該関連ユーザの安否情報を送信する制御部
と、
を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明におけるシステムサーバの制御方法及びシステムサーバによれば、安否情報の登
録及び照会を簡略化するとともに、安否確認を適時に的確に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態１に係るシステムサーバを含むシステムのブロック図である。
【図２】実施の形態１に係る非接触型デバイス機能付き端末のブロック図である。
【図３】実施の形態１に係るプレゼンスデータベースに格納される情報を示す図である。
【図４】実施の形態１に係る非接触型デバイス情報データベース（カード情報ＤＢ）に格
納される情報を示す図である。
【図５】実施の形態１に係る非接触型デバイスリーダ情報データベース（カードリーダ情
報ＤＢ）に格納される情報を示す図である。
【図６】非接触型デバイス機能付き端末の表示部により表示される情報を示す図である。
【図７】実施の形態１のシステムサーバを含むシステムの動作を示すフローチャートであ
る。
【図８】実施の形態２に係るシステムサーバを含むシステムのブロック図である。
【図９】実施の形態２に係るプレゼンスデータベースに格納される情報を示す図である。
【図１０】実施の形態２に係る非接触型デバイス機能付き端末の表示部により表示される
情報を示す図である。
【図１１】実施の形態２のシステムサーバを含むシステムの動作を示すフローチャートで
ある。
【図１２】実施の形態３に係る非接触型デバイス機能付き端末の表示部により表示される
情報を示す図である。
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【図１３】実施の形態３に係る非接触型デバイス機能付き端末の表示部により表示される
編集画面を示す図である。
【図１４】実施の形態３のシステムサーバを含むシステムの動作を示すフローチャートで
ある。
【図１５】実施の形態４に係るシステムサーバを含むシステムのブロック図である。
【図１６】実施の形態４のシステムサーバを含むシステムの動作を示すフローチャートで
ある。
【図１７】実施の形態５に係るシステムサーバを含むシステムのブロック図である。
【図１８】実施の形態５に係る非接触型デバイス情報データベース（カード情報ＤＢ）に
格納される情報を示す図である。
【図１９】実施の形態５のシステムサーバの動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【００１１】
（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１に係るシステムサーバ３を含むシステムのブロック図であ
る。図１に示すように当該システムは、非接触型デバイス機能付き端末１と、非接触型デ
バイス読取装置２と、システムサーバ３とを備える。
【００１２】
　非接触型デバイス機能付き端末１は、後述する非接触型デバイス読取装置２と非接触通
信を行うデバイスであり、好適にはＩＣカード機能付き端末である。以下、非接触型デバ
イス機能付き端末１はＩＣカード機能付き端末１であるものとして説明する。
【００１３】
　ＩＣカード機能付き端末１のブロック図を図２に示す。ＩＣカード機能付き端末１は、
ＩＣカード機能部１１と、通信部１２と、表示部１３と、入力部１４と、制御部１５とを
備える。ＩＣカード機能部１１は、カードＩＤ（非接触型デバイスＩＤ）を記憶している
。ここでカードＩＤとは、本システムにおいて非接触型デバイス、すなわちＩＣカードを
一意に特定するための識別子である。ＩＣカード機能部１１は、ユーザにより非接触型デ
バイス読取装置２に近接されることにより、非接触型デバイス読取装置２と非接触通信を
行い、非接触型デバイス読取装置２にカードＩＤを送信する。
【００１４】
　通信部１２は、ネットワークを介して無線通信によりシステムサーバ３と通信をする。
表示部１３は、システムサーバ３から受信した情報を表示する。入力部１４は、ユーザに
よる入力を受け付ける。好適には入力部１４は、ボタン、タッチパネルであるがこれに限
定されない。制御部１５は、ＩＣカード機能付き端末１に係る各種制御を行う。
【００１５】
　非接触型デバイス読取装置２は、非接触通信によりＩＣカード機能付き端末１と通信す
る装置であり、好適には、カードリーダである。以下、非接触型デバイス読取装置２はカ
ードリーダ２であるものとして説明する。カードリーダ２は、ＩＣカード機能付き端末１
に記憶されたカードＩＤを受信する。またカードリーダ２は、受信したＩＣカードＩＤ及
びカードリーダＩＤ（非接触型デバイス読取装置ＩＤ）を、システムサーバ３に送信する
。ここでカードリーダＩＤとは、本システムにおいてカードリーダを一意に特定するため
の識別子である。カードリーダ２は、システムサーバ３と通信をする際に、ＩＣカードＩ
Ｄを用いてカードの認証を行う。
【００１６】
　システムサーバ３は、プレゼンスデータベース（ＤＢ）３１と、非接触型デバイス情報
データベース（カード情報ＤＢ）３２と、非接触型デバイス読取装置情報データベース（
カードリーダ情報ＤＢ）３３と、制御部３４とを備える。
【００１７】
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　プレゼンスＤＢ３１は、ＩＣカードＩＤに係るユーザの安否情報を格納する。プレゼン
スＤＢ３１に格納される安否情報は、登録時刻と、カードリーダＩＤとを含む。図３は、
プレゼンスＤＢ３１に格納される情報を示す図である。図３に示すように、プレゼンスＤ
Ｂ３１には、例えばＩＣカードＩＤ“０００１”、登録時刻“２０１２．５．３０ １９
：３９”、カードリーダＩＤ“１００１”が格納される。
【００１８】
　カード情報ＤＢ３２は、各ＩＣカードＩＤに係る所有者情報、及び各ＩＣカードＩＤに
対応する関連ユーザのＩＣカードＩＤを格納する。所有者情報は、好適にはＩＣカードの
所有者を示す情報である。関連ユーザとは、親族や友人等、自己に関連するユーザである
。図４は、カード情報ＤＢ３２に格納される情報を示す図である。図４に示すように、カ
ード情報ＤＢ３２には、例えばＩＣカードＩＤ“０００１”、所有者情報“鈴木一郎”、
関連ユーザのＩＣカードＩＤ“０００３，０００２，０００６”が格納される。
【００１９】
　カードリーダ情報ＤＢ３３は、カードリーダＩＤと、設置場所情報とを格納する。設置
場所情報とは、カードリーダＩＤに係るカードリーダが設置されている場所に係る情報を
示す。図５は、カードリーダ情報ＤＢ３３に格納される情報を示す図である。図５に示す
ように、カードリーダ情報ＤＢ３３には、例えばカードリーダＩＤ“１００１”、設置場
所情報“工学院大学”が格納される。
【００２０】
　制御部３４は、システムサーバ３に係る各種制御を行う。制御部３４は、カードリーダ
２を介してＩＣカード機能付き端末１に記憶されたＩＣカードＩＤ及びカードリーダＩＤ
を受信した場合、受信したＩＣカードＩＤ及びカードリーダＩＤに基づき、現在の時刻を
登録時刻として、プレゼンスＤＢ３１にＩＣカードＩＤに対応するユーザの安否情報を格
納する。なおプレゼンスＤＢ３１に受信したＩＣカードＩＤに対応するユーザの安否情報
が既に格納されている場合、制御部３４は、プレゼンスＤＢ３１に格納されている安否情
報を更新する。
【００２１】
　また制御部３４は、受信したＩＣカードＩＤに対応する関連ユーザのＩＣカードＩＤを
カード情報ＤＢ３２から取得する。そして制御部３４は、取得した関連ユーザのＩＣカー
ドＩＤに基づき、プレゼンスＤＢ３１に格納された関連ユーザの安否情報を取得する。さ
らに制御部３４は、取得した関連ユーザのＩＣカードＩＤに基づき、カード情報ＤＢ３２
に格納された所有者情報を取得する。
【００２２】
　また制御部３４は、カードリーダ情報ＤＢ３３を参照し、プレゼンスＤＢ３１から取得
した安否情報のうち、カードリーダＩＤをカードリーダの設置場所に係る情報、すなわち
位置情報に変換する。そして制御部３４は、関連ユーザに係る安否情報をＩＣカード機能
付き端末１に送信する。
【００２３】
　図６は、ＩＣカード機能付き端末１が受信した安否情報が、ＩＣカード機能付き端末１
の表示部１３により表示される情報の例を示す。図６では、ＩＣカードＩＤ“０００１”
の所有者“鈴木一郎”がカードリーダ２にＩＣカード機能付き端末１をかざした場合の例
を示している。この場合、表示部１３は、ＩＣカードＩＤ“０００１”の関連ユーザのＩ
ＣカードＩＤ“０００２”、“０００３”及び“０００６”に係るユーザの安否情報を表
示する。各ユーザの安否情報は、上述の通り、システムサーバ３の制御部３４が、プレゼ
ンスＤＢ３１及びカードリーダ情報ＤＢ３３を参照して取得する。そして表示部１３は、
“田中二郎さんは２０１２．５．３０ １８：３３に野比駅にいました。／山田三郎さん
は２０１２．５．３０ １８：４２に逓信博物館にいました。／池田六郎さんは２０１２
．５．３０ １８：４０に科学博物館にいました。”と表示する。
【００２４】
　また表示部１３には、１ページに全関連ユーザの安否情報を表示できない場合に次のペ
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ージに移動するための移動ボタン１３１が表示される。また表示部１３には、氏名等の所
定のキーワードで、所望の関連ユーザの安否情報を検索するための検索ボタン１３２が表
示される。これらの移動ボタン１３１及び検索ボタン１３２は、入力部１４がタッチパネ
ルである場合はタッチすることにより操作することができる。あるいは入力ボタン１４１
～１４３のうち所定のボタンを押すことにより操作することができる。このようにするこ
とで、表示部１３の表示領域が小さい場合でも効率よく所望の関連ユーザの安否情報を知
ることができる。
【００２５】
　次に、本発明の実施の形態１に係るシステムサーバ３について、図７に示すフローチャ
ートによりその動作を説明する。
【００２６】
　はじめにＩＣカード機能付き端末１のＩＣカード機能部１１は、カードリーダ２にユー
ザにより近接されることにより、カードリーダ２と非接触通信を行い、ＩＣカード機能付
き端末１に記憶されたＩＣカードＩＤをカードリーダ２に送信する（ステップＳ１１）。
【００２７】
　次にカードリーダ２は、受信したＩＣカードＩＤ及びカードリーダＩＤを、システムサ
ーバ３に送信する（ステップＳ１２）。
【００２８】
　続いてシステムサーバ３の制御部３４は、カードリーダ２を介してＩＣカード機能付き
端末１に記憶されたＩＣカードＩＤ及びカードリーダＩＤを受信した場合、受信したＩＣ
カードＩＤ及びカードリーダＩＤに基づき、現在の時刻を登録時刻として、プレゼンスＤ
Ｂ３１にＩＣカードＩＤに対応するユーザの安否情報を格納する（ステップＳ１３）。な
おプレゼンスＤＢ３１に受信したＩＣカードＩＤに対応するユーザの安否情報が既に格納
されている場合、制御部３４は、プレゼンスＤＢ３１に格納されている安否情報を更新す
る。
【００２９】
　続いて制御部３４は、受信したＩＣカードＩＤに対応する関連ユーザのＩＣカードＩＤ
をカード情報ＤＢ３２から取得する（ステップＳ１４）。そして制御部３４は、取得した
関連ユーザのＩＣカードＩＤに基づき、プレゼンスＤＢ３１に格納された関連ユーザの安
否情報を取得する（ステップＳ１５）。さらに制御部３４は、取得した関連ユーザのＩＣ
カードＩＤに基づき、カード情報ＤＢ３２に格納された所有者情報を取得する（ステップ
Ｓ１６）。
【００３０】
　続いて制御部３４は、プレゼンスＤＢ３１から取得した安否情報のうち、カードリーダ
ＩＤに基づき、カードリーダ情報ＤＢ３３から、カードリーダの設置場所に係る情報を取
得する。そして制御部３４は安否情報を、取得した設置場所に係る情報、すなわち位置情
報に変換する（ステップＳ１７）。そして制御部３４は、関連ユーザに係る安否情報をＩ
Ｃカード機能付き端末１に送信する（ステップＳ１８）。
【００３１】
　続いてＩＣカード機能付き端末１の表示部１３は、システムサーバ３から関連ユーザに
係る安否情報を、通信部１２を介して受信すると、受信した安否情報を表示する（ステッ
プＳ１９）。そして処理が終了する。
【００３２】
　このように本発明の実施の形態１に係るシステムサーバ３によれば、システムサーバ３
が受信したＩＣカードＩＤに基づき、当該ＩＣカードＩＤに対応する関連ユーザの安否情
報の照会ができる。さらに実施の形態１によれば、システムサーバ３は、システムサーバ
３が受信したＩＣカードＩＤ及びカードリーダＩＤに基づき、当該ＩＣカードＩＤに係る
ユーザの安否情報を登録する。そのためユーザはＩＣカード機能付き端末１をカードリー
ダ２にかざすのみで安否情報の登録ができるため、安否情報の登録を簡略化し、登録に要
する時間を抑制することができる。さらに、関連ユーザの安否情報はＩＣカード機能付き
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端末１の表示部１３に表示されるため、ユーザが場所を移動しても当該安否情報の確認を
、適時に行うことができる。
【００３３】
　さらに表示部１３には、氏名等の所定のキーワードで、親族等の所望の関連ユーザの安
否情報を検索するための検索ボタン１３２が表示されるため、すぐに知りたい特定の関連
ユーザ安否情報を検索することができ、安否確認を適時に的確に行うことができる。
【００３４】
　なお、ステップＳ１６の動作は、ステップＳ１４の動作と同時に行ってもよい。すなわ
ち、ステップＳ１４において、システムサーバ３の制御部３４は、受信したＩＣカードＩ
Ｄに対応する関連ユーザのＩＣカードＩＤをカード情報ＤＢ３２から取得するとともに、
取得した関連ユーザのＩＣカードＩＤに基づき、カード情報ＤＢ３２に格納された所有者
情報を取得してもよい。
【００３５】
　なお、ステップＳ１８において、システムサーバ３からＩＣカード機能付き端末１に安
否情報を送信するとしたが、カードリーダ２を介して非接触通信により安否情報をＩＣカ
ード機能付き端末１が受信してもよい。あるいはシステムサーバ３と通信する無線ルータ
を介した無線ＬＡＮ経由により、安否情報をＩＣカード機能付き端末１が受信してもよい
。
【００３６】
　なお本実施の形態においては、関連ユーザの安否情報をＩＣカード機能付き端末１の表
示部１３により表示する例を示したがこれに限られない。例えば表示部１３の替わりにＩ
Ｃカード機能付き端末１にスピーカ等を備え、音声により安否情報を出力するようにして
もよい。
【００３７】
（実施の形態２）
　以下に、本発明の実施の形態２について説明をする。図８は本発明の実施の形態２のシ
ステムサーバ３を含むシステムのブロック図である。実施の形態１と同一の構成について
は同一の符号を付し、説明は省略する。実施の形態２に係るシステムサーバ３は、実施の
形態１にかかる構成と比較して、プレゼンスＤＢ３１ｂがＩＣカードＩＤに係るユーザの
メッセージを含む点が相違する。メッセージは、ＩＣカード機能付き端末１がユーザの入
力に基づき作成するものであり、ユーザの具体的情報等を知らせるためのテキスト情報で
ある。なおメッセージはテキスト情報に限らず、絵文字や写真等の画像情報等を含むよう
にしてもよい。
【００３８】
　実施の形態２に係るＩＣカード機能付き端末１の制御部１５は、入力部１４へのユーザ
の入力に基づき当該メッセージを作成する。そして制御部１５は、ＩＣカード機能部１１
により非接触型デバイス読取装置２と非接触通信を行い、非接触型デバイス読取装置２に
カードＩＤ及び作成したメッセージを送信する。
【００３９】
　カードリーダ２は、ＩＣカード機能付き端末１に記憶されたカードＩＤ及び作成された
メッセージを受信する。またカードリーダ２は、受信したＩＣカードＩＤ、メッセージ、
及びカードリーダＩＤを、システムサーバ３に送信する。
【００４０】
　制御部３４は、システムサーバ３に係る各種制御を行う。制御部３４は、カードリーダ
２を介してＩＣカード機能付き端末１に記憶されたＩＣカードＩＤ、メッセージ、及びカ
ードリーダＩＤを受信した場合、受信したＩＣカードＩＤ、メッセージ、及びカードリー
ダＩＤに基づき、現在の時刻を登録時刻として、プレゼンスＤＢ３１ｂにＩＣカードＩＤ
に対応するユーザの安否情報を格納する。なおプレゼンスＤＢ３１ｂに受信したＩＣカー
ドＩＤに対応するユーザの安否情報が既に格納されている場合、制御部３４は、プレゼン
スＤＢ３１に格納されている安否情報を更新する。
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【００４１】
　プレゼンスＤＢ３１ｂは、ＩＣカードＩＤに係るユーザの安否情報を格納する。プレゼ
ンスＤＢ３１に格納される安否情報は、登録時刻、メッセージ、及びカードリーダＩＤを
含む。図９はプレゼンスＤＢ３１ｂに格納される安否情報を示す図である。図９に示すよ
うに、プレゼンスＤＢ３１ｂには、例えばＩＣカードＩＤ“０００１”、登録時刻“２０
１２．５．３０ １９：３９”、メッセージ“大丈夫です。”、及びカードリーダＩＤ“
１００１”が格納される。
【００４２】
　図１０は、ＩＣカード機能付き端末１が受信した安否情報が、ＩＣカード機能付き端末
１の表示部１３により表示される情報の例を示す。図１０では、ＩＣカードＩＤ“０００
１”の所有者“鈴木一郎”がカードリーダ２にＩＣカード機能付き端末１をかざした場合
の例を示している。この場合、表示部１３は、ＩＣカードＩＤ“０００１”の関連ユーザ
のＩＣカードＩＤ“０００２”、“０００３”及び“０００６”に係るユーザの安否情報
を表示する。図１０においては、“０００６”に係るユーザの安否情報は、移動ボタン１
３１をクリック等した場合に表示される。各ユーザの安否情報は、システムサーバ３の制
御部３４が、プレゼンスＤＢ３１ｂ及びカードリーダ情報ＤＢ３３を参照して取得する。
そして表示部１３は、“田中二郎さんは２０１２．５．３０ １８：３３に野比駅にいま
した。メッセージ：「電車が止まっています。」／山田三郎さんは２０１２．５．３０ 
１８：４２に逓信博物館にいました．メッセージ「皇居前広場に行きます。」”と表示す
る。図６と同様、移動ボタン１３１及び検索ボタン１３２が表示される。
【００４３】
　次に、本発明の実施の形態２に係るシステムサーバ３について、図１１に示すフローチ
ャートによりその動作を説明する。実施の形態１に係るシステムサーバ３と同一の動作に
ついては同一の符号を付し、説明は省略する。
【００４４】
　はじめにＩＣカード機能付き端末１の制御部１５は、入力部１４へのユーザの入力に基
づきメッセージを作成する（ステップＳ１０ｂ）。
【００４５】
　次にＩＣカード機能付き端末１のＩＣカード機能部１１は、カードリーダ２にユーザに
より近接されることにより、カードリーダ２と非接触通信を行い、ＩＣカード機能付き端
末１に記憶されたＩＣカードＩＤ及びメッセージをカードリーダ２に送信する（ステップ
Ｓ１１ｂ）。
【００４６】
　次にカードリーダ２は、受信したＩＣカードＩＤ、メッセージ、及びカードリーダＩＤ
を、システムサーバ３に送信する（ステップＳ１２ｂ）。
【００４７】
　続いてシステムサーバ３の制御部３４は、カードリーダ２を介してＩＣカード機能付き
端末１に記憶されたＩＣカードＩＤ、メッセージ、及びカードリーダＩＤを受信した場合
、受信したＩＣカードＩＤ、メッセージ、及びカードリーダＩＤに基づき、現在の時刻を
登録時刻として、プレゼンスＤＢ３１にＩＣカードＩＤに対応するユーザの安否情報を格
納する（ステップＳ１３ｂ）。なおプレゼンスＤＢ３１に受信したＩＣカードＩＤに対応
するユーザの安否情報が既に格納されている場合、制御部３４は、プレゼンスＤＢ３１に
格納されている安否情報を更新する。ステップＳ１４～ステップＳ１９は、安否情報にメ
ッセージが含まれる点を除き、実施の形態１と同一である。
【００４８】
　このように本発明の実施の形態２に係るシステムサーバ３によれば、実施の形態１にお
ける効果に加えて、安否情報にＩＣカード機能付き端末１により作成されたメッセージが
含まれるため、安否情報が登録されているユーザの具体的な状況を提供することができる
。
【００４９】
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（実施の形態３）
　以下に、本発明の実施の形態３について説明をする。システム構成は実施の形態２と同
一であるため同一の符号を付し、説明は省略する。実施の形態３は、概略として実施の形
態２においてＩＣカード機能付き端末１に表示される関連ユーザの安否情報を、ＩＣカー
ド機能付き端末１により適宜訂正等、編集可能である点が異なる。
【００５０】
　図１２は、ＩＣカード機能付き端末１が受信した安否情報が、ＩＣカード機能付き端末
１の表示部１３により表示される情報の例を示す。図１０の表示例に加えて図１２におい
ては、編集ボタン１３３が表示される。編集ボタン１３３は、各関連ユーザ毎に１つずつ
表示される。当該編集ボタン１３３は、入力部１４がタッチパネルである場合はタッチす
ることにより操作することができる。あるいは入力ボタン１４１～１４３のうち所定のボ
タンを押すことにより操作することができる。
【００５１】
　入力部１４が、編集ボタン１３３のユーザによる入力を検知した場合、制御部１５は、
表示部１３にメッセージの編集画面を表示する。図１３はメッセージの編集画面の例であ
る。図１３（ａ）、（ｂ）は、それぞれ編集前及び編集後の画面例を示している。図１３
（ａ）では編集前のメッセージ“２０１２．５．３０１８：３３に野比駅にいました。メ
ッセージ：「電車が止まっています。」”が表示される。図１３（ｂ）では、入力部１４
がユーザのテキスト入力を検知すると、制御部１５は、当該テキスト入力に基づき編集し
たメッセージ“２０１２．５．３０１８：３３に野比駅にいました。メッセージ：「電車
が止まっています。」「今は電車が動き出しました。」”を、表示部１３に表示する。
【００５２】
　そしてＩＣカード機能付き端末１は、当該編集したメッセージ（以下、編集情報という
。）を、カードリーダ２を介してシステムサーバ３に送信する。システムサーバ３の制御
部３４は、編集情報に基づき、プレゼンスＤＢ３１ｂのメッセージを変更する。
【００５３】
　次に、本発明の実施の形態３に係るシステムサーバ３について、図１４に示すフローチ
ャートによりその動作を説明する。本発明の実施の形態３に係るシステムサーバ３は、ス
テップＳ１０ｂ～ステップＳ１９については、実施の形態２に係るシステムサーバ３と同
一の動作であり、ステップＳ１９に続いてステップＳ２０～ステップＳ２８の動作を行う
。図１４ではステップＳ１０ｂ～ステップＳ１９については省略している。以下ステップ
Ｓ２０～ステップＳ２８について説明する。
【００５４】
　ステップＳ１９の後、ＩＣカード機能付き端末１の制御部１５は、入力部１４へのユー
ザの入力に基づき編集したメッセージである編集情報を作成する（ステップＳ２０）。
【００５５】
　続いてＩＣカード機能付き端末１のＩＣカード機能部１１は、カードリーダ２にユーザ
により近接されることにより、カードリーダ２と非接触通信を行い、ＩＣカード機能付き
端末１に記憶されたＩＣカードＩＤ及び編集情報を、カードリーダ２に送信する（ステッ
プＳ２１）。
【００５６】
　次にカードリーダ２は、受信したＩＣカードＩＤ、編集情報、及びカードリーダＩＤを
、システムサーバ３に送信する（ステップＳ２２）。
【００５７】
　続いてシステムサーバ３の制御部３４は、カードリーダ２を介してＩＣカード機能付き
端末１に記憶されたＩＣカードＩＤ、編集情報、及びカードリーダＩＤを受信した場合、
受信したＩＣカードＩＤ及びカードリーダＩＤに基づき、現在の時刻を登録時刻として、
プレゼンスＤＢ３１ｂにＩＣカードＩＤに対応するユーザの安否情報を更新する（ステッ
プＳ２３）。
【００５８】
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　続いて制御部３４は、受信したＩＣカードＩＤに対応する関連ユーザのＩＣカードＩＤ
をカード情報ＤＢ３２から取得する（ステップＳ２４）。そして制御部３４は、取得した
関連ユーザのＩＣカードＩＤに基づき、プレゼンスＤＢ３１ｂに格納された関連ユーザの
安否情報を取得し、また編集情報によりプレゼンスＤＢ３１ｂのメッセージを更新（変更
）して格納する（ステップＳ２５）。さらに制御部３４は、取得した関連ユーザのＩＣカ
ードＩＤに基づき、カード情報ＤＢ３２に格納された所有者情報を取得する（ステップＳ
２６）。
【００５９】
　続いて制御部３４は、プレゼンスＤＢ３１ｂから取得した安否情報のうち、カードリー
ダＩＤに基づき、カードリーダ情報ＤＢ３３から、カードリーダの設置場所に係る情報を
取得する。そして制御部３４は安否情報を、取得した設置場所に係る情報、すなわち位置
情報に変換する（ステップＳ２７）。そして制御部３４は、関連ユーザに係る安否情報を
ＩＣカード機能付き端末１に送信する（ステップＳ２８）。
【００６０】
　続いてＩＣカード機能付き端末１の表示部１３は、システムサーバ３から関連ユーザに
係る安否情報を、通信部１２を介して受信すると、受信した安否情報を表示する（ステッ
プＳ２９）。そして処理が終了する。
【００６１】
　このように本発明の実施の形態３によれば、実施の形態２における効果に加えて、登録
されたユーザの安否情報が誤っている場合に、当該誤っている安否情報を容易に訂正する
ことができる。
【００６２】
　なお、図１２における編集ボタン１３３は、全ての関連ユーザについて表示せずに、一
部の関連ユーザについてのみ表示するようにしてもよい。このように構成する場合、ＩＣ
カード機能付き端末１に格納されている電話帳の情報に基づき、該電話帳に関連ユーザの
データが含まれる場合にのみ、編集ボタン１３３を表示するようにする。このようにする
ことでＩＣカード機能付き端末１の電話帳に登録されている程度の親密度の高い関連ユー
ザ（例えば親族や友人）のみ安否情報を編集でき、安否情報が不用意に編集されてしまう
ことを防止することができる。
【００６３】
（実施の形態４）
　以下に、本発明の実施の形態４について説明をする。図１５は本発明の実施の形態４の
システムサーバ３を含むシステムのブロック図である。実施の形態１又は２と同一の構成
については同一の符号を付し、説明は省略する。実施の形態４に係るシステムサーバ３は
、実施の形態２にかかる構成と比較して、外部システムサーバ４を備える点が相違する。
実施の形態４に係るシステムサーバ３は、メッセージをＩＣカード機能付き端末１からで
はなく外部システムサーバ４から受信する点が異なる。
【００６４】
　外部システムサーバ４は、ユーザが日々利用するサーバ装置であり、ＩＣカード機能付
き端末１がユーザの操作により送信したメッセージ等のユーザの行動履歴、すなわち外部
システム利用情報をユーザＩＤ毎に蓄積する。外部システムサーバ４は好適にはＳＮＳ（
ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に係るサーバ装置である。
【００６５】
　実施の形態４に係るシステムサーバ３の制御部３４は、カードリーダ２を介してＩＣカ
ード機能付き端末１に記憶されたＩＣカードＩＤ及びカードリーダＩＤを受信した場合、
当該ＩＣカードＩＤに基づき、外部システムサーバ４から当該ＩＣカードＩＤに係るユー
ザの外部システム利用情報を取得する。
【００６６】
　そして制御部３４は、安否情報に当該外部システム利用情報を含めて、プレゼンスＤＢ
３１ｂに格納する。好適には当該外部システム利用情報は、外部システムサーバ４におけ



(12) JP 2014-135583 A 2014.7.24

10

20

30

40

50

る当該ユーザの最新のメッセージである。
【００６７】
　次に、本発明の実施の形態４に係るシステムサーバ３について、図１６に示すフローチ
ャートによりその動作を説明する。実施の形態１又は２に係るシステムサーバ３と同一の
動作については同一の符号を付し、説明は省略する。
【００６８】
　ステップＳ１２の後、システムサーバ３の制御部３４は、カードリーダ２を介してＩＣ
カード機能付き端末１に記憶されたＩＣカードＩＤ及びカードリーダＩＤを受信した場合
、当該ＩＣカードＩＤに基づき、外部システムサーバ４から当該ＩＣカードＩＤに係るユ
ーザの外部システム利用情報を取得する（ステップＳ３３）。続くステップＳ１３～ステ
ップＳ１９は、安否情報に外部システム利用情報を含む点を除き、実施の形態１又は２に
係るシステムサーバ３と同一の動作をする。
【００６９】
　このように本発明の実施の形態４によれば、実施の形態１における効果に加えて、安否
情報にＩＣカード機能付き端末１により作成されたメッセージ等の外部システム利用情報
が含まれるため、安否情報が登録されているユーザの具体的な状況を提供することができ
る。また、システムサーバ３は自動的に外部システムサーバ４から最新のメッセージを取
得し安否情報に含めるため、安否情報の登録時に改めてメッセージを作成することなく、
ユーザのメッセージ作成の負担を軽減することができる。
【００７０】
（実施の形態５）
　以下に、本発明の実施の形態５について説明をする。図１７は本発明の実施の形態５の
システムサーバ３を含むシステムのブロック図である。実施の形態１と同一の構成につい
ては同一の符号を付し、説明は省略する。実施の形態５に係るシステムサーバ３は、実施
の形態１にかかる構成と比較して、カード情報ＤＢ３２ｂがＩＣカードＩＤに係るユーザ
の電子メールアドレスを含む点が相違する（図１８）。また、システムサーバ３の制御部
３４が、カード情報ＤＢ３２ｂから、関連ユーザの電子メールアドレスを取得し、当該電
子メールアドレス宛に、ＩＣカード機能付き端末１に記憶されたＩＣカードＩＤに係るユ
ーザの安否情報を送信する点が相違する。
【００７１】
　次に、本発明の実施の形態５に係るシステムサーバ３について、図１９に示すフローチ
ャートによりその動作を説明する。実施の形態１に係るシステムサーバ３と同一の動作に
ついては同一の符号を付し、説明は省略する。
【００７２】
　実施の形態５に係るシステムサーバ３の制御部３４は、ステップＳ１１～ステップＳ１
３の後、受信したＩＣカードＩＤに対応する関連ユーザのＩＣカードＩＤ及び該関連ユー
ザのＩＣカードＩＤに係る電子メールアドレスを、カード情報ＤＢ３２ｂから取得する（
ステップＳ４４）。
【００７３】
　続いて制御部３４は、取得した電子メールアドレス宛に、ＩＣカード機能付き端末１に
記憶されたＩＣカードＩＤに係るユーザの安否情報を送信する（ステップＳ４５）。続く
ステップＳ１５～ステップＳ１９は、実施の形態１と同一であるため、説明は省略する。
【００７４】
　このように本発明の実施の形態５によれば、システムサーバ３が、ＩＣカード機能付き
端末１をかざしたユーザの安否情報を、当該ユーザの関連ユーザの電子メールアドレス宛
てに送信するため、災害時における安否確認を迅速に行うことができる。
【００７５】
　本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々
の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正
は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各手段、各ステップ等に含まれ
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に組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
【符号の説明】
【００７６】
　１　非接触型デバイス機能付き端末（ＩＣカード機能付き端末）
　１１　ＩＣカード機能部
　１２　通信部
　１３　表示部
　１４　入力部
　１５　制御部
　１３１　移動ボタン
　１３２　検索ボタン
　１３３　編集ボタン
　１４１～１４３　入力ボタン
　２　非接触型デバイス読取装置（カードリーダ）
　３　システムサーバ
　３１、３１ｂ　プレゼンスデータベース（プレゼンスＤＢ）
　３２、３２ｂ　非接触型デバイス情報データベース（カード情報ＤＢ）
　３３　非接触型デバイス読取装置情報データベース（カードリーダ情報ＤＢ）
　３４　制御部
　４　外部システムサーバ

【図１】 【図２】
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【図１８】 【図１９】
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